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令和元年度 
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１３時００分 開会 

◆東山局長 それでは、定刻が参りました

ので、第３０回農業委員会総会を開催いた

します。谷河会長よろしくお願いします。 

◆会長（谷河 績） ただいまより、第３

０回農業委員会総会を開会いたします。出

席委員は１８名中１７名で、定足数に達し

ておりますので、総会は成立しています。 

去る１１月２８日、土橋委員、有本委員、

和田委員、辻本委員によりまして現地調査

並びに事情聴取が行われています。後ほど

報告方よろしくお願いします。 

なお、宇治田委員から都合により欠席し

たい旨、ご連絡がありましたので、ご報告

いたします。 

また、農業委員会会議規則第１７条第２

項に規定する議事録署名委員は、有本委員、

曽根委員にお願いします。 

 それでは報告事項より始めさせていただ

きます。 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規

定による届出について、説明いたします。 

◆中村主査 番外、説明いたします。 

本件は、農地法第３条の３第１項の規定

による届出があったもので、２３件ありま

した。全て相続による所有権の取得です。 

また、本届出に対して受理書を交付して

おりますが、本受理書は権利の移動等の効

力を発生させるものではありません。なお、

市外に在住の方が相続された件について説

明します。Ｎｏ．３は転用済です。Ｎｏ．

８は近々転用する意向とのことです。Ｎｏ．

１５は・・・が管理すると思われます。Ｎ

ｏ．１９とＮｏ．２０は・・・であり・・

・が管理すると思われます。Ｎｏ．２１と

Ｎｏ．２２は・・・で引き続き耕作すると

聞いています。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の

貸借人名義変更について、説明いたします。 

◆東事務副主任 番外、説明いたします。 

 農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人の名

義変更が２件ありました。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第１８条第６項の規定

による通知について、説明いたします。 

◆東事務副主任 番外、説明いたします。 

 本件は、農地法第１８条第６項の賃貸借

の合意解約通知で５件ありました。なお、

Ｎｏ．４は議案第２号農地法第３条の許可

申請に関連しており、Ｎｏ．５は利用権に

関する解約です。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 使用貸借権の解約通知につい

て、説明いたします。 

◆東事務副主任 番外、説明いたします。 
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 使用貸借権の解約が１件ありました。 

 Ｎｏ．１は・・年・・月・・日から設定

されている使用貸借権を合意解約するもの

で、議案第３号農地法第５条許可のＮｏ．

７と関連しております。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 認定電気通信事業者の行う中

継施設等の設置について、説明いたします。 

◆東事務副主任 番外、説明いたします。 

 本件は、認定電気通信事業者の空中線系

施設の設置に伴う農地転用の届出で１件あ

りました。なお、賃借権設定です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

◆１６番（大河内 壽一） これ一部だ

け転用になる、この前も言った民と民の話

だが、国が認めていると言って・・・が一

銭も出さない。 

◆会長（谷河 績） 当農業委員会で以前

質問がありましたが、金銭については当農

業委員会に関係ないことになります。これ

までも何番地内の一部で認められています

のでそのようにお願いします。分筆するの

に測量代金等費用がかかったと言うような

ことは個人的な事になると思います。 

◆１６番（大河内 壽一） このような

件について報告事項とするのではなく、議

案に載せて審議したらどうか。 

◆東事務副主任 番外、説明いたします。

こちら空中線系の届出になっています。農

地法上、農地以外にすることについては基

本的には農地転用の許可申請が必要になる

が、この件は許可不要で届出を出すだけと

なっており議案となる性質のものではない

というところになります。 

◆１６番（大河内 壽一） これ最初の

ころは議案になっていませんでしたか。 

◆清瀧副課長 番外、説明いたします。携

帯の基地局が出来始めたのが約２０年以上

前のことであって、当時は電波等で影響が

あるのではないかという理由で反対が多い

ということがありましたが、法律上許可不

要案件となっていること、議案として審議

する場合、議案として審議する以上は不許

可とすることも出来るが、本来この件につ

いては許可を得る必要がないということで、

こういうことを行いましたという報告をあ

げている。当時も地元の反対が多いとか事

情があり同意書を付けていたとか県に報告

をしていたことがあつたと思いますが、当

時も議案としてあげていたことはないかと

記憶しています。 

◆会長（谷河 績） 今、ご意見がありま

したが、この件については許可不要案件と

いうことになります。他になにかございま

せんか。 

ないようですので、この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第４条第１項の規定に

よる農地転用届出について、説明いたしま

す。 

◆東事務副主任 番外、説明いたします。 

本件は、農地法第４条による市街化区域

内の農地転用の届出で２件ありました。令

和元年１１月１２日付、１９日付で受理通
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知書を交付しています。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第５条第１項の規定に

よる農地転用届出について説明いたします。 

◆東事務副主任 番外、説明いたします。 

本件は、農地法第５条による市街化区域

内の農地転用の届出で１８件ありました。

令和元年１１月１２日付、１９日付、２９

日付で受理通知書を交付しています。 

なお、Ｎｏ．１和解調停による単独申請

となっており、採草放牧地を・・・の一部

として転用するための申請です。また、Ｎ

ｏ．５、１２、１７は開発許可済です。以

上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農用地利用配分計画の認可に

ついて、説明いたします。 

◆稲垣事務副主任 番外、説明いたします。 

 本件は、農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１８条第４項の規定に基づき、県

知事より許可されたもので、３件ありまし

た。面積は田が９，３２９㎡です。なお、

全て令和元年１１月８日付けで県知事によ

る認可済みです。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

「ハイと言うものあり。」 

それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

議案第１号 和歌山市遊休農地解消対策

事業に伴う遊休農地の証明願について、提

案いたします。 

◆稲垣事務副主任 番外、説明いたします。 

机上に対象農地の写真を配付しておりま

すので資料１をご覧ください。 

本件は、和歌山市遊休農地解消対策事業

補助金交付要綱第５条の規定に基づいたも

ので、補助金の交付申請にあたり遊休農地

証明書を添付する必要があり、借受予定者

から証明願が２件ありました。対象農地は

田のみで面積は２，４１２㎡です。遊休農

地証明書交付の可否についてご審議願いま

す。なお、対象農地については議案第５号

Ｎｏ．３及びＮｏ．１０で利用権の設定を

上程しております。以上です。  

◆会長（谷河 績） 議案第１号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第１号は可決と決定しました。 

議案第２号 農地法第３条の規定による

許可申請について、提案いたします。 

◆東事務副主任 番外、説明いたします。 

 本件は、農地法第３条の規定に基づく許

可申請で８件ありました。Ｎｏ．１からＮ

ｏ．８については、調査の結果、耕作等に

支障がないこと、当外農地の権利を取得し

ようとする者は、下限面積要件を満たし、

その取得後において全ての農地を効率的に

耕作を行い、農作業に常時従事すると認め

られるなど、農地法第３条第２項各号には

該当しないため、許可要件の全てを満たし

ています。なお、Ｎｏ．２は・・・への所
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有権移転で、Ｎｏ．６は報告事項農地法第

１８条合意解約Ｎｏ．４と関連しています。

また、Ｎｏ．８は、新規就農となるため、

現地調査ならびに事情聴取を行っておりま

す。本案件については担当の委員から報告

があります。以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．８につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので土橋委員さん報告願います。 

◆３番（土橋 ひさ） 議案第２号のＮ

ｏ．８について説明します。当許可申請に

ついて１１月２８日に和田委員と私と事務

局と共に現地調査と事情聴取を実施いたし

ました。新規参入の方です。申請地は、・

・・で面積・・・㎡です。申請目的は、所

有権の移転です。今回の申請理由は、アウ

トドア活動が好きで、自然の中で定年のな

い農業をやりたいと思っていました。田舎

の家を購入しようとした時に、農地も買っ

てほしいと言われ申請に至りました。 

夫は・・・で、農業従事者は譲受人の・

・・です。農業経験はなく家庭菜園を作る

程度ですが、祖母の家が農家だったことも

あり近所の農家のビニールハウスのビニー

ルの張り替えを手伝っていました。今後仕

事をやめ就農支援センターで農業を学ぶ予

定だそうです。譲渡人との関係は直接あり

ません。自宅から申請地までの距離は、・

・・の近くに建っている住居を購入し・・

月・・日に引越しする予定なので自転車で

移動できます。 

作付け計画は、水田として利用していた

田は引き続き水田として耕作します。耕作

人は今までの耕作者で譲渡人の知人の・・

氏です。この・・氏はトラクターや田植え

機を貸してあげること、今後の農作業も教

えてくれるとのことです。休耕地には、柑

橘、イチジク、ブルーベリーなどを作付け

予定です。 

新規参入者ですので、農地を購入したら

荒らさないように耕作し管理すること、農

村に住むことは共同作業など地域の人達と

助け合うことなど注意し集落にとけ込む大

切さを説明いたしました。・・氏は、やる

気一杯の農業好きの方のように見え特に問

題はないと思いますが、皆さんの慎重審議

をお願いいたします。  

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。議案第２号について、説明が終わり

ましたが、この議案について、何かご意見、

ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第２号は可決と決定しました。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定

による許可申請に対する意見について、提

案いたします。 

◆東事務副主任 番外、説明いたします。 

申請地の場所を示した簡易地図を議案と

共に配付していますので、併せてご覧くだ

さい。 

Ｎｏ．１申請地は、直川地区・・、北サ

ービスセンターから・・・に位置し、おお

むね３００ｍ以内に市の支所がある、第３

種農地に該当します。申請者は・・・を営

んでおり、インターチェンジに近く物流に

適した当該申請地を、現在不足している・

・・及び・・・として転用しようとするも

のです。 

Ｎｏ．２申請地は、直川地区・・、直川

小学校から・・・に位置し、市街地に近接

する区域内でその規模がおおむね１０ｈａ
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未満のため第２種農地に該当します。本申

請は、委員会による現地調査及び事情聴取

の案件でありますが、申請者の都合により

事情聴取へ協力いただくことが出来ており

ません。申請内容に関する説明を行います。

当該申請地は非常に荒廃しており、・・・

を継続することが困難とのことです。近隣

に耕作地が無く、日照時間も長く最適な土

地であることから・・・及びそのメンテナ

ンスを目的とした・・・及び・・・へ転用

しようとするものです。 

Ｎｏ．３申請地は、直川地区・・、直川

小学校から・・・に位置し、市街地に近接

する区域内でその規模がおおむね１０ｈａ

未満のため第２種農地に該当します。申請

者は・・・を営んでおり、申請地周辺にて

行う・・・の敷設時にパネル及び架台等を

置くための・・・及び・・・として転用し

ようとするものです。周辺での敷設工事の

完了後は、そのメンテナンスを目的とした

・・・としての利用が計画されております。 

Ｎｏ．４申請地は、直川地区・・、直川

小学校から・・・に位置し、市街地に近接

する区域内でその規模がおおむね１０ｈａ

未満のため第２種農地に該当します。当該

申請地は非常に荒廃しており、・・・を継

続することが困難とのことです。近隣に耕

作地が無く、日照時間も長く最適な土地で

あることから・・・へ転用しようとするも

のです。 

Ｎｏ．５申請地は、直川地区・・、直川

小学校から・・・に位置し、市街地に近接

する区域内でその規模がおおむね１０ｈａ

未満のため第２種農地に該当します。当該

申請地は非常に荒廃しており、・・・を継

続することが困難とのことです。近隣に耕

作地が無く、日照時間も長く最適な土地で

あることから・・・へ転用しようとするも

のです。 

Ｎｏ．６申請地は、山口地区・・、山口

小学校から・・・に位置し、市街地に近接

する区域内でその規模がおおむね１０ｈａ

未満のため第２種農地に該当します。申請

者の・・・が現在一人で・・・を行ってい

るとのことで、それに協力しかつ将来・・

・を承継する予定である等の理由から、・

・・にも近い当該申請地を・・・として転

用しようとするものです。なお、使用貸借

権の設定です。 

Ｎｏ．７申請地は、川永地区・・、誠佑

記念病院から・・・に位置し、おおむね１

０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内に

あるため第１種農地に該当しますが、集落

に接続される住宅その他日常生活上又は業

務上必要な施設であるため、不許可の例外

に該当します。申請者は、・・・を営んで

おり、事業拡大に伴い、資材運搬用の車両

や資材の・・・が不足することとなり、既

存の施設に隣接している当該申請地を・・

・及び・・・として転用しようとするもの

です。なお、報告事項使用貸借権の解約Ｎ

ｏ．１と関連しております。 

Ｎｏ．８申請地は、和佐地区・・、河南

総合体育館から・・・に位置し、おおむね

１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内

にあるため第１種農地に該当しますが、集

落に接続される住宅その他日常生活上又は

業務上必要な施設であるため、不許可の例

外に該当します。申請者は・・・を営んで

おり、業務拡大に伴い不足する・・・を確

保するため転用の申請をするものです。 

Ｎｏ．９申請地は、西和佐地区・・、田
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井ノ瀬駅から・・・に位置し、おおむね３

００ｍ以内に鉄道の駅がある第３種農地に

該当します。申請者は、現在、・・・に住

んでいますが、実家に近く、・・・が所有

する当該地に・・・を建設するため転用の

申請をするものです。土地の形状から通路

部分を確保する必要があったことと・・・

を確保する必要があったため、このような

申請面積になったとのことです。 

Ｎｏ．１０申請地は、安原地区・・、智 

辯学園和歌山中学校・高等学校から・・・

に位置し、市街地に近接する区域内でその

規模がおおむね１０ｈａ未満のため第２種

農地に該当します。申請者は・・・を営ん

でいる法人で、申請地北側にて・・・を運

営している関連会社から従業員及び施設利

用者のための・・・が不足しているとの申

し出があり、申請者にて整備し、・・・と

して貸し出すこととなったため、本申請に

至りました。 

Ｎｏ．１１申請地は、安原地区・・、智 

辯学園和歌山中学校・高等学校から・・・

に位置し、市街地に近接する区域内でその

規模がおおむね１０ｈａ未満のため第２種

農地に該当します。申請者は・・・を営ん

でおり、駅から近く住環境に適した場所で

ある当該申請地へ・・・を建てるべく転用

の申請をするものです。 

 なお、Ｎｏ．７、１１については、現地

調査ならびに事情聴取を行っておりますの

で担当の委員さんから報告があります。以

上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．７につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので有本委員さん報告願います。 

◆４番（有本 太一） 去る１１月２８

日辻本委員と共に現地調査並びに事情聴取

を行いました。申請地は、・・・、田で面

積は・・・㎡です。紀ノ川の堤防沿いです。

申請者は、・・・で資本金・・・円、従業

員・・・名、設立日は・・年・・月・・日、

年間売上額は・・・円、・・・です。転用

目的は・・・と・・・です。・・・には、

空のドラム缶やタンクを置くとのことです。

進入路は現在の駐車場から進入して地面よ

り約１．５ｍ上げて、雨水は自然浸透の予

定との事です。近隣の農業への影響はなく

承諾を得ているとの事です。資金計画は・

・・で、完成は許可日から・・・を予定し

ているとのことです。以上のことから、当

許可申請については、特に問題はないと思

われますが皆様の慎重なご審議をよろしく

お願い致します。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。続いてＮｏ．１１につきまして、現

地調査並びに事情聴取を行っていますので

和田委員さん報告願います。 

◆１１番（和田 好夫） 議案第３号Ｎ

ｏ．１１について報告いたします。１１月

２８日に土橋委員さんと共に現地調査及び

事情聴取を行いました。事情聴取について

は、・・・さん、・・・さんより行いました。 

 申請地は第２種の田及び畑の合計面積は

・・・㎡です。転用目的は・・・を予定し

ています。申請者は・・・で、・・年・・

月・・日に設立され、資本金・・・円、従

業員は・・・名、年間売上額は・・・円で、

・・・を主な業種とする会社です。 

 転用に至った理由ですが、申請地から最

寄りの駅である・・・までは徒歩圏内であ

り、保育所も近くにあり子育てするのに良

い環境です。申請地及び・・・の宅地、・
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・・の雑種地の隣接地も譲受け一体化利用

して、・・・として転用したいとのことで

す。 

排水ですが、南側の用水路に放流し、亀

川に流入するとのことです。用水路を管理

する本渡水利組合の承諾書も添付されてお

ります。なお、用水路の一部が損壊してい

ますが、造成工事と同時に工事を行うとの

ことです。隣接用地への影響ですが、隣接

地南側の・・・さん、北側の・・・さんよ

りの同意書が提出されています。工事経費

は・・・円ですが、・・・で賄うとのこと

です。完成は許可日から・・・を予定して

います。以上のことから、許可申請につい

て特に問題はないと思われますが、委員の

皆様の慎重なご審議をよろしくお願いしま

す。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。議案第３号について、説明が終わり

ましたが、この議案について、何かご意見、

ご質問ございませんか。 

◆２番（山本 宏一） 以前もこの辺りで

・・・の設置申請がありました。また、・

・・もこの申請地の上にあると思いますが。 

◆清瀧副課長 番外、説明いたします。 

 ・・・計画があるのは今回の申請地より

かなり北西側になります。今回の申請地は

・・・と山際の間の非常に荒廃した農地に

なり、一連の・・・とは別の場所となりま

す。 

◆２番（山本 宏一） この申請地の上に

池がある。この池は生きている池なのか。

当農業委員会で議論する話ではないが、上

に池があって良いのかなということです。

あと、もう一点は事情聴取に応じていない

のはどうしてですか。 

◆清瀧副課長 番外、説明いたします。 

 Ｎｏ．２については、１，０００㎡を超

えるということで、内規上は事情聴取を行

うということでありましたが、相手方から

書類上で説明を行っており、また足らずの

部分については質問いただければ回答しま

すとのことで、都合で当日こちらに来れな

いので辞退しますとのことでありました。

一応あくまで任意の事情聴取になりますの

で、それ以上の強制力をもって来てもらう

ことは出来ませんでしたので、その部分に

ついてはお互いメールで質問のやり取りと

いうことで対応しております。以上です。 

◆２番（山本 宏一） それであれば仕方

がないが、もうひとつ確認したい、Ｎｏ．

３に・・・とあるが、Ｎｏ．２は近隣であ

り申請の個人との関係性はどうなっている

のか。 

◆清瀧副課長 番外、説明いたします。 

 一連の・・・が続いた場所にあるという

ことで、全体一つのとしての・・・ではな

いかという懸念を事務局も持ちましたので、

確認したところ、あくまで個人の譲受人で

の申請である。ただし、施工は一律・・・

が行うと言うふうに聞いております。 

◆１４番（辻本 傑） Ｎｏ．２について

ですが、たまたま事情聴取出来なかったが、

現地調査はしてきました。事務局も把握し

ていると思いますが、・・・するについて

申請では造成などしないということだが、

現地は大きな木があり、根を引き抜くと造

成が必要になってくる。それから、ここは

棚田のようになっているがすぐ下に民家が

ある。造成しないということは多分地すべ

り等を起こさないように配慮したことだと

思われるが、木を引き抜いたりすると多分
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地盤が緩んでしまうので、この点許可には

不安がある。また、もうひとつは排水につ

いて、西側に水路がある。この水路の石垣

が崩落している。この水路に幅約１ｍの農

道を挟んですぐ下に民家があり、その水路

が民家のすぐ脇を通っている。そういう状

況で、水路について水利組合がするのか・

・・を行う申請者がするのかは別として、

ここの目途をきっちり付けないと、将来起

こってしまってから考えてもいけないので、

許可を出すのは水路の補修を見届けてから

で良いのではないかと少し危惧しています。

以上です。 

◆２番（山本 宏一） そのような指導と

か、そうしなければ許可できませんとかす

ることはできますか。 

◆清瀧副課長 番外、説明いたします。 

 今のご指摘の部分については、事務局も

現地を確認し危惧しています。だだし、現

状を一切変えない。現在荒れている農地を

一旦綺麗にする。綺麗にした上で一切手を

加えずにそこに・・・を置くだけです。よ

って今までと現状変わることはないという

ことが申請者の論点になってきます。そう

なってくると、ここにうそがない限りは、

今と変わらないでしょうということからす

ると、不許可にするとか保留にするという

理由が成り立たないと思っております。た

だ、先ほど辻本委員の指摘もありましたよ

うに抜根の問題ですが、これについても都

市計画課、開発とも協議して、もし１ｍを

超えるような埋め立てなどがあればそちら

に抵触してくるが、木の根は抜いてみない

とどれ位の長さなのか分からないので、そ

の前段階で指導するのは行政としてはなか

なか難しい。非常にもやもやとした感じで

はあるのですが、今後もこの計画は継続し

ていくと思われますので注視していきたい

と思いますが。現時点において、この申請

についてどうにかすることは事務運用上困

難であると考えております。以上です。 

◆１５番（吉川 松男） 現状のままで・

・・を置く、・・にも・・・があるが・・

・を設置すると地面に雨水がしみ込まなく

て、雨が全て流れてしまう。現状のままと

いうことだが、・・・はガラスなので水路

に全て流れてしまう。 

◆清瀧副課長 番外、説明いたします。 

 今回の委員会の意見を県に上げるときに、

ご指摘の水の件について、当委員会は懸念

があるという形で県に意見を上げることで

対応しようかと思います。 

◆会長（谷河 績） それでよろしいでし

ょうか。 

◆１４番（辻本 傑） この議案に異議を

唱えるのではありませんが、最近露天資材

置場や駐車場という内容で申請してくる議

案が多くなってきましたが、以前・・・で、

露天資材置場の申請がありまして現地調査

をして報告もしましたが、ところが資材を

置かず、いつまで経ってもそのままになっ

ている。それで、少し調べたのですが資材

置場として一旦承認を受けると農地以外の

ものに簡単に転用できるという利点がある。

第三者に転売する場合でも農業委員会に申

請する必要がない。或いは資産の確保とし

て。今後のことだが、資材置き場と申請が

あった場合、他に資材置場をもっていない

のか、そこにどれほど資材を置いているの

か、新たに資材置き場を作らないといけな

いのか。その辺を探れるような資料を出し

てもらった方が良いのではないか。別に異
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議を唱えているのではなく、自分が現地調

査に行った件で気になっていたので。以上

です。 

◆清瀧副課長 番外、説明いたします。 

 今の意見をふまえて次回から必要のある

資料として、そのようなことが分かる資料

を添付するように指導します。 

◆会長（谷河 績） 議案第３号について

はかになにかございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第３号は可決と決定しました。 

議案第４号 農用地利用集積計画につい

て、提案いたします。 

◆稲垣副主任 番外、説明いたします。 

 本件は、農業経営基盤強化推進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定で、新規の契約が１

６件ございました。貸借権が２件、使用貸

借権が１４件の設定です。貸借期間は議案

書のとおりです。面積は、田が３７，０６

６㎡、畑が１，７２５㎡です。また、うち

農地中間管理事業による設定が７件あり、

面積は田が１６，８２２㎡、畑が８６９㎡

です。なお、Ｎｏ．９については新規就農

となり、現地調査ならびに事情聴取を行っ

ておりますので担当の委員さんより報告が

あります。以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．９につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので辻本委員さん報告願います。 

◆１４番（辻本 傑） 議案第４号Ｎｏ．

９の利用権設定に関する事案について、１

１月２８日に有本委員のほか事務局の職員

２名と共に現地調査を行い、更に筒井及び

平岡両農地利用最適化推進委員も加わり、

申請人からの事情聴取を行いました。その

模様を報告いたします。 

 利用権を設定する農地は、・・在住の・

・・・氏が所有する農地で詳細は議案書に

記載のとおりです。いずれも・・に所在す

る・・筆の農地で、梅が栽培されています。

利用権を設定することになった・・氏は、

高齢化に伴い梅の栽培を続けることが難し

くなってきたことなどから、引き続いて栽

培してくれる人を探していたところ、・・

在住の・・・氏から耕作したいという申し

出があり、利用権を設定したうえで、梅の

栽培を引き継ぐ運びとなったものです。 

 なお、利用権の設定を受ける・・・氏は、

新規就農者で、これまで・・・で一従業員

として農業に従事した経験はあるものの、

梅の栽培は初めてのようです。幸いこの梅

畑に強い思い入れを持つ利用権設定者の・

・氏から日常的に指導支援が受けられるこ

とになっているほか、こらまで・・氏が作

業場として使って来た倉庫や農機具なども

借用出来ることなどからして、新規就農者

とはいえ、梅を栽培するうえでの心配は少

ないものと思われます。 

 また、利用権の設定を受ける運びとなっ

た・・・氏は、農用地のすべてを効率的に

使用して耕作するほか、農作業に常時従事

する旨の意志を示しています。これは、利

用権の設定を受ける者として具備すべき要

件を満たすものであり、申し出を許可して

も問題は無いものと思われますが、委員各

位による十分なご審議をお願いし、報告と

いたします。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。議案第４号について、説明が終わり

ましたが、この議案について、何かご意見、
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ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号は可決と決定しました。 

議案第５号 非農地通知について、提案

いたします。 

◆中村主査 番外、説明いたします。 

 本件については、平成３０年５月開催の

農業委員会総会において、非農地判断や非

農地通知書の交付基準等について取り決め

を行ったものです。非農地判断とは、農地

の利用状況調査により、自然に荒廃した遊

休農地について、取り決めた基準に基づき

非農地として判断するもので、農地から自

然に変化した山林等を対象としています。

本委員会では、今回がはじめての非農地判

断による非農地通知となります。 

 令和元年６月１３日、西和佐地区・・及

び・・で岩橋委員、井口推進委員とともに

現地調査を行っています。非農地の判断基

準に基づき、対象であると認められる農地

の所有者に対し非農地判断に係る事前通知

を行いました。事前通知は１９件、３９筆

です。その内、５件、１４筆につき非農地

通知依頼書の提出がありました。面積は、

田が１，９５９㎡、畑が４８７㎡で合計２，

４４６㎡です。Ｎｏ．１からＮｏ．５につ

いて、非農地通知書の交付基準、農業的利

用を図るための条件整備が計画されていな

い土地であって、２０年以上前から森林の

様相を呈しているなど、農地に復元するた

めの物理的な条件整備が著しく困難な場合

の条件を満たしていると思われます。以上

です。 

◆会長（谷河 績） 議案第５号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

◆８番（湯川 德弘） 土地改良区へこの

ようなものがいくのですか。 

◆清瀧副課長 番外、説明いたします。本

案件にかかる地域については、土地改良区

等は設定のない地域となっています。 

◆会長（谷河 績） 他にご意見、ご質問

はございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第５号は可決と決定しました。 

議案第６号 農地法第３条許可申請にお

ける別段面積の変更について、提案いたし

ます。 

◆東事務副主任 番外、説明いたします。 

 本件は、農地問題小委員会で審議し、前

回の農業委員会終了後に報告のあった農地

法第３条許可申請における別段面積の変更

の件について議案として上程するものです。

以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第６号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声。」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第６号は可決と決定しました。 

 続いて、１１月１１日に開催した農政問

題調査研究小委員会について、岩橋委員長

報告願います。 

◆１０番（岩橋 章） 去る１１月１１

日に農政問題調査研究小委員会を開催し、

審議した結果を報告させていただきます。 

農業委員会だよりについて審議いたしま

した。まずは、お配りしております農業委

員会だより校正案をご覧ください。小委員

会にて農政の委員の皆さんにご意見をお聞
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きし、校正しました。ご了承いただけまし

たら、この内容で印刷業者に依頼したいと

思います。なお、周知方法については、昨

年と同様に自治会を通じて市内全域に全戸

回覧するとともに、市役所支所・連絡所、

ＪＡわかやま営農センター、関係機関に設

置または配付の予定です。１２月末から１

月上旬の回覧となります。報告は以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告内容につい

て、ご了承いただけますか。 

「異議なし、との声。」 

 それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

◆会長（谷河 績） その他、何かござい

ませんか。 

「なし、との声。｣ 

それでは、ご質問がないようでございま

すので第３０回総会を閉会いたします。長

時間どうもありがとうございました。 

 

１４時１４分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


